
海陽町規則第１４号

海陽町ふるさとづくり寄附基金条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、海陽町ふるさとづくり寄附基金条例（平成２０年海陽町

条例第２１号。以下「条例」という ）の施行に関し必要な事項を定め。

るものとする。

（寄附金の受入れ等）

第２条 寄附金は、寄附申込書（様式第１号）により受け入れるものとする。

２ 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金を公序良俗に反するものと

思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還す

ることができる。

３ 前項の規定による取扱いをした場合には、その決定の理由及び経過を

記録しなければならない。

（事業の種類）

第３条 条例第６条で定める事業は、次のとおりとする。

（１）ふれあい事業 ～心がかようまちづくり～

（２）あんしん事業 ～快適に暮らせるまちづくり～

（３）うるおい事業 ～自然を活かしたまちづくり～

（４）はぐくみ事業 ～人と文化をはぐくむまちづくり～

（５）こうりゅう事業 ～活力と魅力のあるまちづくり～

（６）きょうどう事業 ～共につくるまちづくり～

２ 町長は、次の次号に揚げるものについては、特に必要と認める事業を

指定して、基金を処分することができる。

（１）寄附者が、前項の規定による事業以外の事業を指定するとき

（２）寄附者が、前項の規定による事業を指定しないとき

（３）寄附の運用から生ずる収益

（寄附金台帳等の作成）

第４条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳（様式第２号）

を作成しなければならない。

２ 町長は、基金の全部又は一部を処分するときは、処分の経過を記録し

なければならない。

（寄附金受領証明書）

第５条 町長は、寄附者に対し収受した寄附金の額及び必要事項を記載した証

明書（様式第３号）を発行しなければならない。

（その他）

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成２０年６月３０日から施行する。


